
 適時開示体制の概要は、以下のとおりです。 

 

 

 
当社は、金融商品取引法、その他の法令及び証券取引所の諸規則を遵守し、正確な情報

開示を実施できるように社内体制の維持、向上に努めております。 

 発生事実については、所管部署からの報告を受け、総務部において情報収集、内容確認

を実施、開示の必要がある場合、代表取締役の承認を経て、速やかに開示しております。 

 決定事実については、会社規程に基づいた承認手続を経て、速やかに開示しております。 

 決算事項については、取締役会での決議を経て、速やかに開示しております。 
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